
平成２５年３月２１日 

総務省地域力創造グループ 

      過疎対策室 

過疎集落等自立再生緊急対策事業について 

資料２ 





 ・過疎地域等における平成２２年４月時点の集落数は、64,954集落（平成１８年４月時点 62,273集落） 。  
 ・高齢者（65歳以上）比率が50％以上の集落は10,091集落であり、全集落に占める比率は中部、中国、四国 
  で多い。 
 ・今後、消滅のおそれがある集落の数は中国、四国に多く、割合は中部、近畿、四国において大きい。    

高齢者割合（65歳以上）が50%以上の集落の状況 

319  

736  

302  216  
613  

417  

2,270  

1,357  1,635  

13  

143  

291  

10  108  

262  

144  

402  

393  

459  

1  

8.0% 5.8% 

12.0% 
12.9% 

15.7% 15.2% 

18.1% 

20.6% 

10.7% 

4.5% 

11.7% 

7.3% 

12.4% 

18.5% 

21.8% 

17.8% 

21.0% 

24.3% 

13.7% 

4.8% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

北海道 東北圏 首都圏 北陸圏 中部圏 近畿圏 中国圏 四国圏 九州圏 沖縄県 

H18調査 H22調査増加数 H18調査 H22調査 

H18 → 7,878集落 

H22 → 10,091集落 

10年以内
に消滅

いずれ消滅
消滅の可能
性はない

無回答 計

1 北海道 20 182 3,426 329 3,957

(0.5%) (4.6%) (86.6%) (8.3%) (100.0%)
2 東北圏 55 343 12,170 1,504 14,072

(0.4%) (2.4%) (86.5%) (10.7%) (100.0%)
3 首都圏 18 80 2,056 354 2,508

(0.7%) (3.2%) (82.0%) (14.1%) (100.0%)
4 北陸圏 21 51 1,226 450 1,748

(1.2%) (2.9%) (70.1%) (25.7%) (100.0%)

5 中部圏 50 265 2,595 1,098 4,008
(1.2%) (6.6%) (64.7%) (27.4%) (100.0%)

6 近畿圏 25 194 2,355 580 3,154
(0.8%) (6.2%) (74.7%) (18.4%) (100.0%)

7 中国圏 82 445 10,910 1,257 12,694
(0.6%) (3.5%) (85.9%) (9.9%) (100.0%)

8 四国圏 129 431 6,217 439 7,216
(1.8%) (6.0%) (86.2%) (6.1%) (100.0%)

9 九州圏 53 349 12,958 1,948 15,308
(0.3%) (2.3%) (84.6%) (12.7%) (100.0%)

10 沖縄県 1 2 285 1 289
(0.3%) (0.7%) (98.6%) (0.3%) (100.0%)

454 2,342 54,198 7,960 64,954

(0.7%) (3.6%) (83.4%) (12.3%) (100.0%)

：各消滅可能性において該当集落数の割合が最も大きい地方ブロック
：各消滅可能性において該当集落数の割合が２番目に大きい地方ブロック

全国

2,796集落（4.3%）

今後消滅のおそれがある集落 

出典：総務省・国土交通省「過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査」（平成23年3月）に基づき作成。 

集落の状況について１ 
～Ｈ22年度過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査結果～ 

1 



21.0%

26.4%

34.8%

13.0%

44.6%

8.5%

15.6%

72.1%

34.1%

74.5%

52.9%

6.6%

3.9%

20.3%

21.4%

7.9%

62.3%

6.6%

43.3%

30.9%

33.6%

27.4%

5.5%

18.8%

34.8%

1.8%

34.9%

24.1%

10.4%

67.5%

49.3%

56.5%

33.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

1.集会所・公民館等の維持困難

2.道路・農道・橋梁の維持困難

3.小学校等の維持困難

4.上下水道等の維持困難

5.住宅の荒廃

6.共同利用機械・施設等の維持困難

7.用排水路・ため池等の荒廃

8.耕作放棄地の増大

9.不在村者有林の増大

10.働き口の減少

11.森林の荒廃

12.河川・地下水等の流量変化の拡大

13.河川・湖沼・地下水等の水質汚濁

14.里地里山などの生態系の変化

15.土砂災害の発生

16.洪水の発生

17.獣害・病虫害の発生

18.寺社・仏閣の荒廃

19.伝統的祭事の衰退

20.地域の伝統的生活文化の衰退

21.伝統芸能の衰退

22.農山村景観の荒廃

23.集落景観の荒廃

24.低未利用地の増加

25.ごみの不法投棄の増加

26.空き巣等の犯罪の増加

27.冠婚葬祭等の機能低下

28.災害時における相互扶助機能低下

29.低未利用施設周辺の環境悪化

30.空き家の増加

31.公共交通の利便性低下

32.商店・スーパー等の閉鎖

33.医療提供体制の弱体化

多くの集落で発生しているもの
（複数選択可）

特に深刻な問題になっていること
（最大３つまで）

多くの集落で発生している問題や現象 

○過疎地域等で発生している問題や現象について全国的な傾向を見ると、７割を超える市町村で働き口の減少や
耕作放棄地の増大が指摘されているほか、空き家の増加、獣害・病虫害の発生なども高い割合となっている。 

○前回調査に比べて、獣害・病虫害の発生が多く取り上げられている一方で、ごみの不法投棄は大幅に減少して
いる。                    「過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査（平成２２年度総務省調査）」 

（市町村担当者へのアンケート結果） N=800 

生活基盤 

 

 

住民生活 

 

 

 

 

産業基盤 

 

 

自然環境 

 

災害 
 

地域文化 

 

景観 

 

前回 増減
特に深刻な問題に

なっていること
（最大３つまで）

20.1% +0.9pts 23
23.1% +3.3pts 38
37.7% -3.0pts 75
11.1% +1.9pts 16
37.8% +6.8pts 56
11.0% -2.5pts 3
14.1% +1.5pts 7
63.0% +9.1pts 255
35.5% -1.4pts 20

- - 329
49.4% +3.5pts 96
8.1% -1.5pts 2
7.7% -3.8pts 2

12.1% +8.2pts 12
27.2% -5.8pts 27
9.3% -1.4pts 13

46.7% +15.6pts 268
7.2% -0.6pts 0

39.2% +4.1pts 18
33.9% -3.0pts 13
30.7% +2.9pts 15
26.6% +0.8pts 16
7.7% -2.2pts 1

16.4% +2.4pts 15
45.9% -11.2pts 29
4.6% -2.9pts 0

25.7% +9.2pts 40
19.9% +4.2pts 22
15.1% -4.7pts 3
57.9% +9.6pts 118

- - 138
- - 109
- - 113

　　：10pts以上増えた項目 　　　　：100以上の市町村

　　： 5pts以上増えた項目 　　　　　が選択した項目

集落の状況について２ 
～Ｈ22年度過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査結果～ 
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婦人会・青年会・老人会・子供会などの地域住民団体

農協・漁協・森林組合・商工会議所・商工会などの地域産業団体

その他の地域住民組織（環境美化団体、文化活動団体など）

集落支援員

地域おこし協力隊

その他の国の人材派遣制度による人材（田舎で働き隊など）

NPO法人、任意団体

民間企業

高校・大学などの教育機関や研究機関

個人（学者、棚田オーナー制度の登録者、長期滞在者など）

その他

(%)

問7 集落活動を支援している「集落外の様々な主体」
全体(N=128)

過疎地域集落での問題の発生状況 
～Ｈ２３年度 過疎地域における集落対策及びソフト事業の実施状況に関する現況把握調査結果～ 
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農作業に関する共同作業・助け合い（草取りや、水路の補修・管理など）

道普請など道路の補修や沿道の草刈りなどの作業

用排水施設や道路側溝の維持・管理（掃除、草刈りなど）

集落内施設（公民館、消防ポンプ庫など）や歩道などの除雪や雪下ろし

高齢者世帯の雪下ろしなど冬季の積雪に対する助け合い

公民館や公園・空き地の修繕、掃除、草刈りなど

共有地などの山林の管理（枝打ち、下草刈り、除間伐など）

有害動物の駆除活動などに関する共同作業・助け合い

神社・仏閣や墓地など集落の共有財産の維持・管理

結いの精神に基づく互助活動

祭りや伝統行事などの地域文化の保存・継承活動

会合、寄合い、集会などの開催、参加

集落内の婚礼や葬式における助け合い

ごみ置き場の掃除・管理

回覧板など行政連絡の伝達

その他

基本的には個々の集落単独で上記のような活動が展開されている

無回答
(%)

問1 集落単独では維持が困難になっている活動 全体(N=749)

○過疎地域等で発生している問題や現象について全国的な傾向を見ると、集落単独
での維持が最も困難になっているのは「地域文化の保存・継承活動」であり、集落
固有の祭りや伝統行事が消滅していくことへの危機感は強い。 
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市町村内の各種団体を対象とした補助事業・モデル事業の実施

地域担当職員など行政職員レベルでの助言・仲介

集落支援員や地域おこし協力隊等の配置

婦人会・青年会・老人会・子供会などの地域住民団体からの働きかけ

農協・漁協・森林組合・商工会議所などの地域産業団体からの働きかけ

その他の地域住民組織からの働きかけ

大学などの教育機関や研究機関による集落調査や実証実験の実施

当該集落からの情報発信や協力者の募集活動

集落住民が持っていた個人的なつながりや人的ネットワーク

その他

具体的なきっかけはよくわからない

(%)

問8 集落活動に集落外の主体が参加・協力するようになったきっかけ
全体(N=128)

○集落単独では維持が困難になった活動に参加・協力している集落外の主体
として、 「NPO法人、任意団体」が最も多く、次いで「高校・大学などの教育
機関や研究機関」 などの参画が続き、「地域おこし協力隊」も多くみられる。 

○集落外の主体が参加・協力するようになったきっかけとして、「地域担
当職員など行政職員レベルでの助言・仲介」、「集落支援員・地域お
こし協力隊等の配置」など、これまでの行政が行ってきた集落対策が
一定の効果をあげているといえる。 

「過疎地域における集落対策及びソフト事業の実施状況に 
 関する調査（平成２３年度総務省調査）」 3 
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過疎集落等自立再生緊急対策事業 

取り組みのポイント 

   
  

 
  

  
  

 
 

施策の概要 

  過疎集落等を対象に、地域資源や地場産業を積極的に活用して地域経済の活性化を図るとともに、
日用品の買物支援といった日常生活機能の確保などの課題に総合的に取り組む。 

過疎の集落と生活圏 

 ○ 拠点施設整備等のハード事業や住民主体による持続可能な仕組みづくり等のソフト事業を一体

的に実施 

 ○ 地域経済を支える中小企業・地元小規模事業者への受注を促し、地域経済を活性化 

基幹集落 

B集落 

C集落 

Ｄ集落 

A集落 

課題 ・医療・福祉の充実 
・日用生活品の確保 
・生活交通の確保 
・地域産業の育成 
・担い手の不足  etc･･･ 

市町村 
住民団体
等 

 

H24補正予算額  １５億円 
 ※一般的な事業は1,000～2,000万円を想定 

○事業主体    市町村、住民団体、ＮＰＯ法人等 
○対象事業    地域経済が活性化し、過疎集落の自立再生 
           に資する事業      

※住民の一体性がある地区
（小学校区、大字等）単位を想
定 

間伐作業 
の実施 

地元産品を活用した 
新商品の開発 

〈生活圏〉 
  

空き家の除却に
よる景観保全 

日用品の買物支援 

コミュニティビジネス 
の振興 

地元産品直売所 
の設置 

廃校の改修による 
拠点の整備 

＜取組例＞ 

声かけサービス 
地場産品の全国展開支援 4 



○○地区の取組 

〈２ 活性化･交流促進 … 5,700千円〉 
◆拠点施設で住民交流（5,000千円） 

 ・移住､交流の活動拠点として公民館を改修し、 
  地域外への情報発信や地区住民の情報交換及 
  び高齢者等が談話できる交流の場として活用 
◆祭りを活用した地域活性化（500千円） 

 ・地域の伝統芸能を活かした祭りイベントの開催 
 ・祭り等のイベントで地場産品の販売促進 
 ・棚田オーナー制度の実施（植え付けや収穫時 
   に交流会実施） 
◆放課後塾で子どもの教育（200千円） 

 ・子ども放課後教室、地域文化の学習会の開催 

〈 １ 産業振興 … 7,500千円 〉 
◆農産物の栽培拡大(500千円) 

 ・市場性のある野菜を調査し、住民で協力して 
  栽培 
◆地域の特産品の生産拡大(1,000千円) 

 ・耕作放棄地を農地として再生 
 ・生産、出荷マニュアル作成・実施で地区のブ 
   ランド確立 
◆地域の特産品を活かした加工品の開発 
 (5,000千円) 

 ・廃校舎を改修し、生産加工設備を設置 
 ・加工品の開発 
◆鳥獣害対策（1,000千円） 

 ・住民参加による大型捕獲オリ、電気柵の設置 
 ・鳥獣害防止のため農地見回りサービス 

 これはあくまでも取組の一例（イメージ）です。取組に参加する住民団体等のみなさまで、地域の実情を踏まえ
て、将来を見据え、必要な取組を創意工夫をもって総合的にご検討いただき、事業計画を作成願います。 

〈3 安全・安心の確保、生活支援等…1,500千円〉 
◆高齢者への買い物対策（500千円） 

 ・コミュニティバスで買い物バスツアー 
 ・食材配送と連携した見守り活動、生活必需 
   品の配送 
◆地域支援型コミュニティビジネスの立ち上げ 
 （500千円） 

 ・高齢者の見守り・家の修繕・遊休地管理等の 
  サービスを実施 
◆防災対策（500千円） 

 ・災害時に備えた食糧、資材の備蓄 

◆人口…500人(高齢化率55％)◆集落数…15集落 
◆世帯数…200世帯（一人暮らし 80世帯） 
◆施設…役場出張所、公民館、診療所、郵便局、 
    旅館（1）、商店(2)、保育所（10人）、 
    小学校(15人)、中学校(5人,地区外へ通学) 
◆主産業…農業 従事者 30人 
     林業、造林 従事者 20人 
◆地域資源…○○神楽の奉納祭、○○棚田 

◆農業等、地区の産業を発展させたい。 
 ・鳥獣被害が甚大で、農産物の生産が困難 
 ・地域資源を活かした加工品がない。 
◆地域内外の交流が少ない。 
 ・世代間の交流の機会が少ない。 
 ・伝統文化（○○神楽）の継承・発信ができ 
  ていない。 
 ・地区外との交流の機会がない。 

◆特産品や加工品による産業振興により、地域の活性化 
 ・○○地区のブランドを確立 
 ・生産量の拡大、販路の確保 

○○地区の現況 現在の取組 課 題 

対策 （総事業費 14,700千円） 

○○地区の目標 

◆きっかけをつくり、地域住民に元気を！ 
 ・拠点施設の設置により、交流の機会増 
 ・伝統芸能を活かしたイベントの実施 

◆住民が共に支え合う地区へ！ 
 ・見守りサービスや日常生活のお手伝いによ 
  り、みんなで支え合う暮らしの実現 

取組例 

※事業費は想定です。 

◆生活交通の確保…コミュニティバス1日2便 
         （主に買物・診察に利用） 
◆医療・福祉…診療所 ○○医大から医師の派遣 
◆生活支援…食料品、衣料品等幅広い品揃えの 
      移動販売の実施 

参 考 

5 



「心豊か・元気ハツラツ・安心実感の生活圏」づくり 

富山県朝日町（対象地域：笹川・泊生活圏） 笹川・泊の現況・課題 

【人口】６，１４１人（町全体：13,651人） 【高齢化率】3７.２％（H22国勢調査データ） 
 ●豊富な地域資源を活用しきれていない。交流人口を増加したいと思っているが、受け入れる環境や体制整備が整っていない。 
 ●身近な商店が姿を消し、高齢者等が気軽に買い物に行けない。  
 ●民間交通の衰退に伴い、高齢者等にとって「生活の足」の確保が困難。日常生活（特に買い物）における不安が増大している。 

 ①地域資源や観光資源を活かした体験型・滞在型観光メニューの考案や内容の充実、受入れ体制の整備、「おもてなしの心」の醸成 
 ②特産品の栽培と生産を拡大し、技術やノウハウを継承するとともに、新たな商品開発に取り組み、地域ブランドを確立 
 ③高齢者等が抱える「買い物不安」を取り除き、気軽に買い物を楽しめるような環境整備・充実 

対策・解決法     

◆誰もが「安心」を実感しながら 
         暮らせる地域づくり 

◆住民自らが「この地に誇りが持てる」 
         自立した地域づくり 

◆ 「おもてなしの心」があふれる 
           地域づくり 

では、何が必要か… 

目指す 
将来像     

≪③買い物支援対策 ≫ 
◎まちなかマルシェ（市場）社会実証実験 
・様々な品物、サービスを提供する市場の開催 
・空き店舗等の活用、買い物需要調査 
◎買い物環境体制整備支援事業 
・まちなか買い物応援 
 （地域住民が主体となり、高齢者等を買い物施設へ送迎） 
◎買い物環境整備支援事業 
・店舗過少地域での移動販売や宅配事業の実施 

≪①体験・交流事業の充実 ≫ 
◎地域の資源を活かした交流の推進 
・地形や歴史、文化財等を活かした体験メニューの 
 開発・拡充（川、農業、山菜、文化、石垣 等）  
・地元農園の収穫行事を地域イベント化 
・山間地にあるコスモス畑の育成活動 
◎受入れ体制の充実 
・古民家を活用した民泊のモデル実施 
 （体験学習、暮らし体験受入れ実験） 
・名所・地域探訪ガイド、移動手段の確保 

≪②地域の特産品継承・開発事業 ≫ 
◎ワサビ畑（沢）の改修と遊休農地を活用した 
 畑ワサビの栽培【栽培】 
◎栽培・加工マニュアルを作成し、 
 地域の伝統技術として継承【加工】 
◎地場産品としての販売促進【販売】 
 まちなかマルシェ（市場）で 
      特産品・加工品を販売 
 
  「笹川ブランド」の確立 

過疎集落等自立 
再生緊急対策 
事業の活用 

協働 

あさひふるさと体験 
     推進協議会 

笹川地区 
自治振興会 

五差路周辺施設 
   検討委員会 

朝日町 
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過疎集落等自立再生緊急対策事業 ～事業の状況１～ 

（１）要望状況等について 

   
  

 
  

  
  

 
 

  当該事業の補正予算への計上を受けて、事業の募集、その後、選定の手続きを行った。 

  １５億円の予算に対し、６００件超（交付申請予定額約１３０億円分）の事業実施計画が提出された。 

 

（２）対象事業の選定 
  市町村から事業実施計画が提出された後、過疎対策室において事業実施地域の選定作業を進めた結果、事業

内容が実施要綱等に定める趣旨（※）に合っているかどうか、及び各都道府県が決定した都道府県内における事業

の推薦順位等を総合的に勘案し、１５０あまりの事業について選定を行った。 

  （※）事業の趣旨 

   ・ソフト事業を中心にしていること 

   ・ハード事業の場合には、前提にソフト戦略があること  

   ・住民が自ら考え、自ら実行する住民主体の事業であること 

   ・将来の生活を持続可能とするような事業であること 

   ・事業実施体制が構築されていること          等 

・本事業は、補助対象を限定することなく、住民が自ら考え、取り組む事業について柔軟に支援ができるよう
に交付対象を幅広くし、きわめて自由度が高い交付金としたため 
・本事業の内容は、大規模公共事業とは異なり、小規模な施設改修・修繕、備品購入等が多く含まれている
ことから、地元の工務店・商店等の業者にも発注が可能となり、きめ細かい単位での地域経済の振興につな
がるとともに、補正予算の経済対策という目的にも合致していたため  
・申請した事業が国に採択されることにより、国に認められた事業であるという位置づけが得られるため 

＜要望が多かったと考えられる理由＞ 
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過疎集落等自立再生緊急対策事業 ～事業の状況２～ 

（３）アドバイザー会議について 

   
  

 
  

  
  

 
 

◎日時  平成２５年３月１１日（月）１１時～１３時 

◎場所  総務省６階会議室 

◎アドバイザー  

       小田切 徳美  明治大学 農学部 教授 

       図司  直也   法政大学 現代福祉学部 准教授 

       宮口   侗廸    早稲田大学 教育・総合科学学術院 教授 

 

 
・集落の自立性を大切にした画期的な事業である。 
・ハード事業のみを実施するものではなく、あくまでもソフトを重視する中でハード事業もありうるということを 
 周知する必要がある。 
・今後は、本事業後過疎債ソフト事業の活用に結びつくこと、事業主体となる協議会等の組織構成を把握 
 することなどを採択の上で考慮してもよいのではないか。 
・地域も交付金に頼るのではなく、資金や労力等一定程度の負担を引き受けるという発想が重要である。 
・市町村合併により途絶えていた旧町村での長年の取組みが復活するのは好ましいし、さらに育てて 
 もらいたい事業である。 
 

＜会議の概要＞ 

  総務省過疎対策室において、採択候補団体を選定後、以下のとおり有識者によるアドバイザー会議を開催し、 
 事業の内容、今後の進め方等について、意見をいただいた。 

＜主な意見＞ 
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過疎集落等自立再生緊急対策事業 ～事業の状況３～ 

（４）今後の検討事項について 

   
  

 
  

  
  

 
 

 

○ 本事業のようなハード・ソフト両方に活用できる事業については、施設整備や備品購入などのハー

ドのみを実施するではなく、ソフト事業に充てることが重要であり、改めて市町村にも伝える必要がある

のではないか。 

 

○ 本事業は、きわめて自由度の高い交付金であるため、地域における取り組み内容も様々である。

取り組みを一過性のものとして終わらせないためにも、どのような成果・効果があったのか、継続した

フォローアップが必要ではないか。 

 

○ 今回は補正予算ということもあり、応募の期間を長く確保できなかったが、本来、本事業のような住

民主体の取組みを支援していくということであれば、市町村と住民団体等との間での十分な協議・調整

が必要であることから、一定程度の募集期間を確保することが必要ではないか。 

 

○ 本応募の中には、事業の趣旨をよく理解しておらず、単なる施設整備、備品購入を行うだけである

ものも見受けられたことから、趣旨を徹底するため、モデル的な事例の提示やブロック会議等における

説明等を検討していくべきか。 

 

○ 本事業においては、事業審査や順位付け等、都道府県の役割も非常に大きかったことから、今

後、都道府県への情報提供やノウハウの共有といった仕組みについても検討すべきか。 

  アドバイザー会議における意見に加えて、今後の検討項目となり得る事項については、以下のようなもの
が考えられる。 

9 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	心豊か・元気ハツラツ・安心実感の地域づくり事業
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11

